
 朝来市低入札価格調査の手順  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                 

            
                                  
                                         

入札公告・通知 
入札執行 

開札 
入札書比較価格と低入札価格

調査基準価格の範囲内で入札 低入札価格調査基準価格を 
下回る価格で入札 

落札者 決定保留 
事後審査 

落札者決定 

落札候補者 決定保留 
指名課長等へ連絡 

調査対象者（最低価格入札者）に 
調査資料の提出を求め、事後審査も実施 

連絡受領 
調査資料の内容調査 
経営状況等の調査 調査資料の 

内容調査 
事情聴取の実施（必要に応じて） 

低入札価格調査票の作成 
落札決定の適否について協議（入札担当課長と指名課長等） 

朝来市低入札価格審査委員会へ付議 
朝来市低入札価格審査委員会による審査 

不適格と判断 適格と判断 
次順位者が低入札価格調査基

準価格未満の場合 次順位者が入札書比較価格と低入札

価格調査基準価格の範囲内の場合 
次順位者を事後審査の上、落札者として決定 

有効な入札をした者全員へ結果通知 

※調査対象者は入札担当課から依頼された

日を含めて３日以内に調査資料を提出 

入札担当課 指名課長等 

落札者決定 

※失格基準価格を下回る 

価格の入札は失格となる。 
※低入札価格調査を行う入札

であることを明記する。 

※協働して実施 


